
（平成２３年１月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認岩手地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

   

岩手厚生年金 事案 781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から⑤までに係る標準賞与額の記録については、平成 16

年８月 12日は６万 5,000円、17年８月 12日は５万 8,000円、18年８月 11日は

５万 4,000円、19 年８月 14 日は６万円、20年８月 14日は５万 4,000円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 49年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16年８月 12日 

② 平成 17年８月 12日 

③ 平成 18年８月 11日 

④ 平成 19年８月 14日 

⑤ 平成 20年８月 14日 

申立期間①から⑤までに支給された夏季賞与から、厚生年金保険料は控除

されているが、事業主が社会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出していな

かったため私の年金記録に反映されていない。 

申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳により、申立人は、申立期間において、当該事業

所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により当該賞与から控除され

ていたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそ

れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、賃金台帳において確認できる厚



                      

   

生年金保険料控除額から、申立期間①は６万 5,000 円、申立期間②は５万 8,000

円、申立期間③は５万 4,000 円、申立期間④は６万円、申立期間⑤は５万 4,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間①から⑤までに係る賞与支払届を社会保険事務所に提出して

おらず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 782 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から⑤までに係る標準賞与額の記録については、平成 16

年８月 12日は 13万円、17年８月 12日は９万 6,000円、18年８月 11日は 10万

円、19年８月 14日は 11万円、20年８月 14日は９万 8,000円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年８月 12日 

② 平成 17年８月 12日 

③ 平成 18年８月 11日 

④ 平成 19年８月 14日 

⑤ 平成 20年８月 14日 

申立期間①から⑤までに支給された夏季賞与から、厚生年金保険料は控除

されているが、事業主が社会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出していな

かったため私の年金記録に反映されていない。 

申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及びＡ社から提出された賃金台帳により、申

立人は、申立期間において、当該事業所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料

を事業主により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそ

れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人から提出された賞与明細



                      

   

書及び当該事業所から提出された賃金台帳において確認できる厚生年金保険料控

除額から、申立期間①は 13万円、申立期間②は９万 6,000円、申立期間③は 10

万円、申立期間④は 11 万円、申立期間⑤は９万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間①から⑤までに係る賞与支払届を社会保険事務所に提出して

おらず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から⑤までに係る標準賞与額の記録については、平成 16

年８月 12 日は７万円、17 年８月 12 日は５万 8,000 円、18 年８月 11 日は５万

4,000 円、19 年８月 14 日は６万円、20 年８月 14 日は５万 9,000 円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年８月 12日 

② 平成 17年８月 12日 

③ 平成 18年８月 11日 

④ 平成 19年８月 14日 

⑤ 平成 20年８月 14日 

申立期間①から⑤までに支給された夏季賞与から、厚生年金保険料は控除

されているが、事業主が社会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出していな

かったため私の年金記録に反映されていない。 

申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及びＡ社から提出された賃金台帳により、申

立人は、申立期間において、当該事業所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料

を事業主により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそ

れぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人から提出された賞与明細



                      

   

書及び当該事業所から提出された賃金台帳において確認できる厚生年金保険料控

除額から、申立期間①は７万円、申立期間②は５万 8,000円、申立期間③は５万

4,000 円、申立期間④は６万円、申立期間⑤は５万 9,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間①から⑤までに係る賞与支払届を社会保険事務所に提出して

おらず、保険料も納付していないと回答していることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、標準賞与額 28 万 2,000 円に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期

間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、28 万 2,000 円に訂正することが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 19年８月 10日 

 年金記録を確認したところ、申立期間に支払われた賞与に係る厚生年金保険

被保険者記録が無いことが分かった。 

勤務先のＡ社では、賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事

務所（当時）への賞与支払届を提出していないことが分かったので年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、Ａ社が保管する給与台帳により、賞与（29 万

円）の支払を受け、標準賞与額（29 万円）より低い標準賞与額（28 万 2,000

円）に見合う厚生年金保険料（２万 717 円）を事業主により賞与から控除されて

いることが認められる。 

   また、申立人は、申立期間の標準賞与額について申し立てているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに基づ

く標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給与台帳で確認

できる厚生年金保険料控除額から 28万 2,000円とすることが妥当である。 



                      

   

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

について、事業主は、申立期間の賞与に係る厚生年金保険料を支払っていないこ

とが会計簿で確認できるため、賞与支払届を提出していないと回答していること

から、社会保険事務所は、申立期間における標準賞与額（28 万 2,000 円）に基

づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 791 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、標準賞与額 21 万 4,000 円に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期

間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、21 万 4,000 円に訂正することが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 19年８月 10日 

 年金記録を確認したところ、申立期間に支払われた賞与に係る厚生年金保険

被保険者記録が無いことが分かった。 

勤務先のＡ社では、賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事

務所（当時）への賞与支払届を提出していないことが分かったので年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、Ａ社が保管する給与台帳により、賞与（22 万

円）の支払を受け、標準賞与額（22 万円）より低い標準賞与額（21 万 4,000

円）に見合う厚生年金保険料（１万 5,716 円）を事業主により賞与から控除され

ていることが認められる。 

   また、申立人は、申立期間の標準賞与額について申し立てているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに基づ

く標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給与台帳で確認

できる厚生年金保険料控除額から 21万 4,000円とすることが妥当である。 



                      

   

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

について、事業主は、申立期間の賞与に係る厚生年金保険料を支払っていないこ

とが会計簿で確認できるため、賞与支払届を提出していないと回答していること

から、社会保険事務所は、申立期間における標準賞与額（21 万 4,000 円）に基

づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 792 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、標準賞与額 29 万 2,000 円に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期

間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、29 万 2,000 円に訂正することが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 19年８月 10日 

 年金記録を確認したところ、申立期間に支払われた賞与に係る厚生年金保険

被保険者記録が無いことが分かった。 

勤務先のＡ社では、賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事

務所（当時）への賞与支払届を提出していないことが分かったので年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、Ａ社が保管する給与台帳により、賞与（30 万

円）の支払を受け、標準賞与額（30 万円）より低い標準賞与額（29 万 2,000

円）に見合う厚生年金保険料（２万 1,432 円）を事業主により賞与から控除され

ていることが認められる。 

   また、申立人は、申立期間の標準賞与額について申し立てているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに基づ

く標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、給与台帳で確認

できる厚生年金保険料控除額から 29万 2,000円とすることが妥当である。 



                      

   

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

について、事業主は、申立期間の賞与に係る厚生年金保険料を支払っていないこ

とが会計簿で確認できるため、賞与支払届を提出していないと回答していること

から、社会保険事務所は、申立期間における標準賞与額（29 万 2,000 円）に基

づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 793 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 16年８月１日から 17年７月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額（30 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準

報酬月額に係る記録を 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年７月 20日から 17年７月１日まで 

ねんきん定期便をチェックしていたところ、Ａ社に勤務していた期間の一

部について、給料明細書に記載されている厚生年金保険料額と標準報酬月額が

合わないことに気が付いた。 

申立期間について、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 16年８月から 17年６月までの期間については、申立人

が保管するＡ社の給料明細書及び同社が保管する申立人に係る給料計算一覧表に

より、申立人が、当該期間においてその主張する標準報酬月額（30 万円）に見

合う厚生年金保険料（２万 370円）を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人の申立期間のうち、当該期間に係る標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）の事業主に

よる納付義務の履行については、申立事業所は、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を納付したが、納付の事実を確認できる資料は無いと回

答しているところ、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報

酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書」によ

り、申立人の標準報酬月額を資格取得時から平成 17年６月まで 20万円と届け出



                      

   

ていることが確認できることから、事業主が標準報酬月額を 20 万円として社会

保険事務所（当時）に届け、その結果、社会保険事務所は給料明細書により確認

できる保険料控除額及び報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行ってお

らず(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)、事業主は当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成16年７月については、給料明細書により、事業主

が厚生年金保険料を控除していないことが確認できる。 

このほか、当該期間について、申立人の標準報酬月額の記録に誤りがあること

をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

   

岩手厚生年金 事案 784 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 29年５月１日から同年６月 25日まで 

② 昭和 29年６月 25日から 38年５月１日まで 

③ 昭和 39年６月 12日から 40年 12月１日まで 

私は、申立期間①及び②においては、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社に、申

立期間③においては、Ｄ社（現在は、Ｅ社）に勤務していたが、それぞれの申

立期間において厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給与額より低い金額とな

っているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間①及び②における標準報酬月額について、申立人のＡ社Ｃ支

社に係る厚生年金保険被保険者台帳の記録、健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の記録、厚生年金保険被保険者原票の記録及びオンライン記録はいずれも一致し

ている上、標準報酬月額が遡って引き下げられているなど不自然な点は確認でき

ない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険

被保険者原票（以下「被保険者名簿等」という。）の記録によると、申立人と同

学齢であった同僚の厚生年金保険被保険者資格取得時決定及びその後複数回にわ

たる標準報酬月額の改定は、申立人とほぼ同額となっていることが確認できる上、

Ａ社Ｃ支社の従業員が提出した申立期間の一部に係る給与明細書の内容から、支

給額と被保険者名簿等の記録はほぼ一致しており、厚生年金保険の控除額につい

ては、被保険者名簿等が記録している標準報酬月額から算出された保険料額であ

ることが確認できる。 

さらに、申立人の主張する給与額は、申立期間当時の標準報酬月額の最高等級

月額を上回っている。 

加えて、申立人の報酬月額についてＢ社本社に照会したが、申立期間当時の関



                      

   

係書類は保管されておらず不明と回答していることから、申立期間について、申

立人の主張する報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。  

申立人の申立期間③における標準報酬月額について、申立人のＤ社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票の記録及びオンライン記録は一致している上、標

準報酬月額が遡って引き下げられているなど不自然な点は確認できない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人

と同日に当該事業所で厚生年金保険の資格を取得している者の厚生年金保険被保

険者資格取得時決定及びその後複数回にわたる標準報酬月額の改定は、申立人と

ほぼ同額となっていることが確認できる。 

さらに、申立人の報酬月額についてＥ社に照会したが、申立期間当時の関係書

類は保管されておらず不明と回答していることから、申立期間について、申立人

の主張する報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。  

加えて、申立人の主張する給与額は、申立期間当時の標準報酬月額の最高等級

月額を上回っている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から③までについてその主張

する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。  



                      

   

岩手厚生年金 事案 785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月１日から 63年９月 30日まで 

私が勤務していたＡ社において、申立期間における厚生年金保険の標準報

酬月額が引き下げられていることが分かった。申立期間において私の給与が引

き下げられたことは無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生労働省のＡ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、昭

和 61年 10月に 47万円から 41万円に減額されており、減額されていないことを

証明できる給与明細書等は無いものの、経営状況が良好であった時期に給与が引

き下げられることは考えられないとして申し立てている。 

しかし、Ａ社本社は、申立人に係る退職積立てにおける基本給の額の記録を保

管しており、申立期間においても基本給が引き下げられてはいないと回答してい

る。 

また、Ａ社は、申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が分かる賃金

台帳等の資料を保管していないことから、申立人の申立期間の報酬月額及び保険

料控除額について確認できないとしているものの、同社が保管している申立人に

係る履歴（人事記録）によると、申立人の給与に関する等級・号俸は申立期間に

おいて減給となるような記録とはなっておらず、事務担当者は標準報酬月額の引

下げは残業手当等の増減が要因として考えられると供述している。 

さらに、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認しても、申立期間

において申立人の標準報酬月額が遡及して訂正された形跡はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標準報酬

月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。  



                      

   

岩手厚生年金 事案 786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月 30日から 48年４月１日まで 

私は、昭和 44 年４月１日から 48 年３月 31 日まで大学に在学し、Ａ市のＢ

事業所に住み込みで４年間勤務した。勤務場所は変わらなかったが、４年間で

雇用主が３回変わり、４番目の雇用主の時の厚生年金保険被保険者記録が無い

ので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、昭和 44年４月１日から 45年７月１日ま

でＣ社、同年７月１日から 46年５月 20日までＢ事業所、同年５月 20日から 47

年 10月 30日までＤ社において厚生年金保険の被保険者記録がある。 

また、Ｅ会から提出された「記念アルバム」及び「個人別データ」の写しによ

り、申立人が申立期間においてＡ市のＢ事業所に継続して勤務していたことは推

認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及

びオンライン記録によると、同事業所は昭和 46年５月 20日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、48 年７月１日に新規適用事業所となるまでの期

間、Ａ市において適用事業所としての記録が無い。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及びオンライン

記録によると、申立人と同日の昭和 47年 10月 30日に 18人が資格喪失しており、

申立期間において厚生年金保険の被保険者記録が無いことが確認できる上、その

うち４人はＢ事業所において 48 年７月１日に資格取得が確認できるところ、１

人は「Ｂ事業所に継続して勤務していた。」と供述している。 

さらに、申立期間の勤務実態や厚生年金保険の加入について、Ｄ社は、「当時

のことを分かる者がいないため不明である。」と回答しており、申立内容を確認



                      

   

することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 787 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月１日から 42年３月 21日まで 

平成 21 年に社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期

間について脱退手当金が支給されていることを初めて知った。 

脱退手当金の請求手続をしていないし、支給も受けていないので私の年金

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所は、申立期間当時、退職者の希望があれば脱退手当金の説明を行い、

代理請求を行っていたと思うと回答しており、事業主による代理請求が行われて

いたものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金が支給され

たことを示す「脱」の表示がされているとともに、申立期間に係る厚生年金保険

資格喪失日から約２か月後の昭和 42年５月 22日に支給決定されているなど一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年４月から５年又は６年の８月まで 

私は、申立期間においてＡ県Ｂ市にあったＣ社に勤務したが、厚生年金保

険の被保険者記録が無かった。間違いなく勤務していたので、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から、申立人は平成元年２月１日から２年８月 31 日

までの期間において、申立事業所に勤務していたことが認められる。 

しかし、申立人から提出のあった名刺に記載されている所在地及び名称が同じ

であるＤ社の登記簿によると、同社は平成 14 年に解散しており、また、申立期

間当時の代表取締役は既に他界しており、申立人も同僚の名前を記憶していない

ことから、同社の厚生年金保険の加入状況や申立人の勤務状況等については確認

することができなかった。 

さらに、申立期間においてＣ社が厚生年金保険の適用事業所として存在した記

録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年３月頃から同年８月頃まで 

  ② 昭和 56年 11月５日から 57年４月 30日まで 

           ③ 昭和 59年 10月 31日から 60年４月 15日まで 

私は申立期間①はＡ社に、申立期間②はＢ社に、申立期間③はＣ社にそれ

ぞれ季節労働者として勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記録が無かっ

た。間違いなく勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る申立期間①については、申立人に係る雇用保険の被保険者記録から

昭和 55 年２月 14 日から同年８月 12 日までの期間において当該事業所Ｄ工場に

勤務していたことが認められる。 

しかしながら、当該事業所Ｄ工場は昭和 42 年２月１日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、その後は当該事業所本社において厚生年金保険の適

用を受けているところ、同社事務担当者は、「本社で保管している申立期間当時

の給与に関する帳票によると、申立人の氏名が記載されていないことから申立人

は季節工として勤務したが、当時は正社員でない者は厚生年金保険には加入して

いないと考えられる。」と回答している。 

また、当該事業所が加入しているＥ厚生年金基金及びＥ健康保険組合に照会し

たが、申立人の加入記録は確認できないと回答があった。 

さらに、申立人の申立期間については国民年金保険料の納付済期間と記録され

ている上、申立人が一緒に勤務したとする同僚も申立期間は国民年金保険料の納

付済期間と記録されており、いずれの者も当該事業所における厚生年金保険被保

険者記録は確認できなかった。 



                      

   

Ｂ社に係る申立期間②については、申立人は当初はＦ県Ｇ市の同社の工場に勤

務し、工場の移転に伴いＨ県Ｉ町（現在は、Ｊ市）の工場にも勤務したと供述し

ているところ、申立人に係る雇用保険の被保険者記録及び申立人が保有する出稼

ぎ手帳の雇入通知書欄の記録から、昭和 56年 11月５日から 57年４月 20日まで

の期間はＦ県Ｇ市にあった同社に、同年４月 21日から同月 29日までの期間はＨ

県Ｉ町にあった同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、当該事業所は平成 12年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、申立期間当時の事業主の所在が不明のため、申立人の勤務

実態や厚生年金保険の加入について照会することができなかった。 

また、当該事業所において厚生年金保険の事務を担当していた者は、「昭和

57 年３月まではＫ市、同年４月以降はＬ市の社会保険事務所(当時)で手続を行

っていたが、厚生年金保険は正社員と６時間以上勤務するパートのうち希望する

者を加入させており、職業安定所からの紹介で来ている季節労働者は労災保険と

雇用保険のみ加入させることとしていた。」と供述している。 

さらに、Ｆ県Ｇ市にあった当時の当該事業所の厚生年金保険被保険者原票によ

ると、申立期間における資格取得者は二人であり、また、Ｈ県Ｉ町の当該事業所

のオンライン記録によると、同社は昭和 57 年４月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっているが、いずれにおいても申立人の記録は見当たらない。 

加えて、当該両事業所が加入していたＭ健康保険組合に照会したが、申立人の

加入記録は確認できないと回答があった。 

Ｃ社に係る申立期間③については、申立人に係る雇用保険の被保険者記録及び

申立人が保有する出稼ぎ手帳の雇入通知書欄の記録から昭和 59 年 10 月 31 日か

ら 60年４月 15日までの期間において当該事業所に勤務していたことが認められ

る。 

しかしながら、当該事業所が保管する従業員名簿には申立人の氏名が記載され

ているが、同一ページに記載されている申立人及び申立人が一緒に勤務したとす

る同僚を含む 14 人についてオンライン記録を確認したところ、申立期間におけ

る厚生年金保険被保険者記録が無い。 

また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立期間に

おける資格取得者は４人であり、申立人の記録は無い上、健康保険の整理番号に

欠番や乱れも無い。 

このほか、申立人の申立期間①から③までにおける厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から③までに係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から 11年 10月１日まで 

ねんきん定期便で年金記録を確認したところ、平成８年 10 月から 11 年９

月までの標準報酬月額が会社で保管している標準報酬決定通知書と違っている

ことが分かった。 

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人のＡ社における厚生年金保険の加入記録のうち、

申立期間の標準報酬月額については、当初、平成８年９月から 11年 10月までは

56万円と記録されていたところ、10年９月 30日付けで、申立期間の全てについ

て、遡って 20万円に引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、申立事業所に係る商業登記簿から、申立人は、申立期間当時、

申立事業所の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は「申立期間当時、社会保険料は滞納していない。遅れがちにな

ったのは５、６年前くらいからであったと思う。また、当社の社会保険事務担当

者に確認したが、申立期間については変更する前の標準報酬に基づき保険料は納

めていた。」としているが、当該事務担当者は「申立期間かどうかは不明だが、

保険料を今と同じように分割して支払っていたことがある。また、経費を支払う

ときは社長に相談していた。」と供述しているところ、年金事務所保管の申立事

業所に係る債権情報によると、平成 10 年４月分から厚生年金保険料の滞納が発

生していることが確認できる上、申立人は「一度社会保険事務所（当時）の方が

来て、標準報酬月額を下げると会社の社会保険料の負担が軽くなると聞いた。」

と供述していることから、標準報酬月額の減額訂正について社会保険事務所が申

立事業所の代表取締役であった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与



                      

   

も無しに、無断で処理を行ったものと認めることはできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効を主

張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 795 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から 11年 10月１日まで 

ねんきん定期便で年金記録を確認したところ、平成８年 10 月から 11 年９

月までの標準報酬月額が会社で保管している標準報酬決定通知書と違っている

ことが分かった。 

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人のＡ社における厚生年金保険の加入記録のうち、

申立期間の標準報酬月額については、当初、平成８年９月から 11年 10月までは

36万円と記録されていたところ、10年９月 30日付けで、申立期間の全てについ

て、遡って 20万円に引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、申立事業所に係る商業登記簿から、申立人は、申立期間当時、

申立事業所の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は「申立期間当時、社会保険料を滞納していたかはよく覚えてい

ない。しかし、私の記憶では、標準報酬月額を引き上げたことも引き下げたこと

もない。」としているが、申立事業所の社会保険事務担当者は「申立期間かどう

かは不明だが、保険料を今と同じように分割して支払っていたことがある。また、

経費を支払うときは社長に相談していた。」と供述しているところ、年金事務所

保管の申立事業所に係る債権情報によると、平成 10 年４月分から厚生年金保険

料の滞納が発生していることが確認できる上、申立人は「一度社会保険事務所

（当時）の方が来て、標準報酬月額を下げると会社の社会保険料の負担が軽くな

ると聞いた。」と供述していることから、標準報酬月額の減額訂正について社会

保険事務所が申立事業所の代表取締役であった申立人の同意を得ずに、又は申立

人の一切の関与も無しに、無断で処理を行ったものと認めることはできない。 



                      

   

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効を主

張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 796 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年９月１日から 46年１月 31日まで 

私は、申立期間についてＡ社の派遣職員としてＢ事業所で勤務していたが、

厚生年金保険の被保険者記録が無かった。 

間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における勤務実態及び厚生年金保険への加入について、同社の総

務関係事務を継承しているグループ企業に照会したところ、申立期間当時の書類

は保管しておらず不明と回答しており、これらの事実を確認できる関連資料や供

述を得ることはできなかった。 

また、Ｃ厚生年金基金に照会したところ、申立事業所については昭和 42 年４

月１日から 46 年６月１日まで同基金に加入していることが確認できるものの、

申立人の加入員記録については確認できないと回答している。 

さらに、申立期間に申立事業所において厚生年金保険の被保険者であった複数

の者に申立人の勤務実態及び厚生年金保険への加入状況について照会したが、申

立内容を裏付ける供述を得ることはできなかった。 

加えて、申立事業所に係る厚生年金保険事業所別被保険者名簿を確認したが、

申立期間において申立人の記録は無い上、厚生年金保険の整理番号に欠番や乱れ

も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 797 

   

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年４月頃から 51年５月頃まで 

私はＡ社Ｂ事業所が管轄するＣ事業所において、父の助手及びＤ港でのダ

ンプ運転手として、休日も無く働いたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険

者記録が無かった。 

間違いなく勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の元同僚の供述により、申立人が申立期間の

一部においてＡ社Ｂ事業所が管轄するＣ事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社本社に照会したところ、当時の関連資料が無く、申立人の

申立期間に係る厚生年金保険の届出及び保険料納付については不明としており、

申立人の申立内容を裏付ける関連資料や供述を得ることができなかった。 

また、申立事業所において、厚生年金保険の被保険者となっていた複数の者に

照会したところ、現場責任者であった者は、「厚生年金保険には技術者を含む正

社員だけが加入しており、臨時職員、作業員は加入していなかったと思う。」と

供述している。 

さらに、申立人は申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書等の資料は所持しておらず、保険料が控除さ

れていたことに関する具体的な記憶も無い上、申立期間中の昭和 46 年３月１日

から 60歳に到達して被保険者資格を喪失する平成 19年＊月＊日までの間継続し

て国民年金に加入し、国民年金保険料を納付済みである。 

加えて、申立期間において一緒に働いていたとする申立人の両親にも厚生年金

保険の加入記録は無く、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付済みであるこ



                      

   

とが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 798 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 平成３年３月７日から４年７月１日まで 

私は、申立期間においてＡ社に勤務していたが、厚生年金保険被保険者記

録が無かった。 

給与明細書等の証拠書類は無いが、勤務していたことは間違いないので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務してい

たことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成 22 年６月１日

から厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではな

かった上、当該事業所の事業主は、「当時、会社は厚生年金保険に加入していな

かった。もちろん厚生年金保険料も控除していなかった。」と供述している。 

また、申立人は、当該事業所における事業主以外の同僚等の氏名を覚えていな

いため、申立人の申立内容を裏付ける関連資料や供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人は、平成３年３月１日から同年６月１日まで国民健康保険に加

入している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

岩手厚生年金 事案 799 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 27年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年 10月１日から 14年 11月１日まで 

社会保険庁（当時）から届いたねんきん定期便を確認したところ、申立期

間の標準報酬月額が大幅に引き下げられていることが分かった。 

申立期間当時、売上げも減少し、給料も下げたが現在記録されている金額

までは引下げした記憶が無い。 

資料として給与明細書を提出するので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人のＡ社における厚生年金保険の加入記録のうち、

申立期間の標準報酬月額については、当初、平成 13 年 10 月から 14 年７月まで

は 50 万円、同年８月から同年 10 月までは 30 万円と記録されていたところ、14

年 11月 15日付けで、申立期間のうち 13年 10月から 14年２月までは 41万円、

同年３月から同年 10 月までは９万 8,000 円に、遡って引き下げられていること

が確認できる。 

しかしながら、当該事業所に係る商業登記簿より、申立人は、申立期間当時、

当該事業所の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は「倒産する直前の平成 13 年頃から経営状況が思わしくなく、

給料も下げたが、国で管理している自分の年金記録のように極端には下げていな

い。また、倒産した 14年 11月は弁護士や債権者の対応で忙しく社会保険事務所

（当時）には行った記憶がない。」としているが、年金事務所保管の当該事業所

に係る滞納処分票によると、平成 14 年 11 月 14 日に事業主と面談し、申立人に

係る被保険者資格喪失の届出を受理した旨の記載が確認できることから、社会保

険事務所が、事業主であった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与も

無しに、無断で処理を行ったものと認めることはできない。 



                      

   

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効を主

張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

 


